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全国知事会 全国市長会・全国町村会 厚生労働省

主張・
情報
等

【『国民健康保険制度の見直しに関する
提言（H26.7.15）』及び『第83回医療保
険部会意見（H26.10.29）』】
①被用者保険との保険料負担の格差を
できる限り縮小するよう、抜本的な財政
基盤の強化を図ること。

②後期高齢者支援金への全面総報酬割
導入により生じる国費を国保の支援に
優先的に活用すること。

③将来にわたり国保の持続可能性を担保
するための制度的措置を講じ、責任を

【全国市長会 平成27年度国の施
策及び予算に関する重点提言
（H26.11.13）】
①保険者支援制度の拡充1,700億
円を早急かつ確実に実施する
こと。

②後期高齢者支援金への全面総
報酬割導入により生じる財源を
国保の支援に優先的に活用する
こと。

【全国町村会全国町村長大会

【第83回医療保険部会資料
（H26.10.29）】
①各保険者の現在の赤字額に着目
するのではなく、個々の保険者の実
情をよく勘案して効果的・効率的な
公費投入を行う必要があるが、ど
のような視点に着目して行うことが
考えられるか。

②医療費適正化に向けた取組や収
納対策の強化・支援、被保険者資
格の適用の適正化など、事業運営
の改善をどのように図っていくか。

２ 国保に関する財政基盤強化策について

するための制度的措置を講じ、責任を
持って必要となる総額を国費によって確
保すること。

④高額医療費共同事業負担金における
国調整交付金からの振替措置を解消す
ること。

⑤中低所得者対策を一層強化すること。

⑥少子化対策の観点も踏まえた子育て世
帯の負担軽減を図ること。

⑦乳幼児医療費助成等の地方単独事業
に係る国庫負担減額措置を解消するこ
と。

【全国町村会全国町村長大会
要望（H26.11.19）】
①保険者支援制度の拡充を早急
に実施すること。

②後期高齢者支援金への全面総
報酬割導入により生じる財源を
優先的に活用すること等により、
将来にわたって持続可能な制度
とすること。

③乳幼児医療費助成等の実施に
対する国庫負担金等の減額算
定措置を廃止すること。

の改善をどのように図っていくか。
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（参考：報道情報）
・国保の財政基盤を強化するため、消
費税率を引き上げた増収分から
1,700億円を投入。
・後期高齢者医療支援金の計算方法
に総報酬割を全面導入し、浮いた国
費から1,700億円を投じる検討を進め
ている。
・総報酬割は、2015年度は「２分の１」、
16年度は「３分の２」、17年度以降は
全面的に導入する案が浮上。「２分の
１」導入で国支出は600億円減る。「３
分の２」で1,200億円、全面導入で
2,400億円浮く。



全国知事会 全国市長会・全国町村会 厚生労働省

主張・
情報等

【第83回医療保険部会意見（H26.10.29）】
①都道府県と市町村が共同して運営して
いくということを法制上しっかりと規定す
べき。

②保険給付・資格管理については、事実
上の行為はもちろん、処分性を有する
行為も従来どおり市町村が担うべき。
（理由）
・住民の基本情報を把握している市町
村が 保険料の賦課・徴収、保健事

【全国市長会 平成27年度国の施策及
び予算に関する重点提言（H26.11.13）】
・都道府県が保険者としての国保の運
営を担うことを基本として、都道府県と
市町村の適切な役割り分担を実現す
ること。

【全国町村会第83回医療保険部会
発言（H26.10.29）】
①国保連のデータを利用すれば、県が
給付を実施できる。

【第83回医療保険部会資料
（H26.10.29）】
①届出・申請の受付や証明書
の引渡業務といった事実上
の行為（窓口業務）について
は、被保険者の利便性を確
保する観点から、市町村が
担うことが適当ではないか。

②その上で、証明書の交付や
現物給付・現金給付の支給

３ 都道府県と市町村との役割分担について

村が、保険料の賦課・徴収、保健事
業と一体的に担うことで、医療費適
正化や保険料収納に対するインセン
ティブ、更に被保険者の利便性や制
度の安定性・連続性が確保される。

・新たなシステム開発・運用に係る経
費・人員の抑制が図られ、ひいては
制度の持続可能性も担保される。

③都道府県が市町村ごとに標準保険料
率を示すことが適切なのかどうか、知事
会内の意見集約を図る必要があるので、
意見を保留する。

給付を実施できる。

②中長期的に保険料を一元化していく
中では、県が標準保険料の設定を行
うべき。

【全国町村会全国町村長大会要望
（H26.11.19）】
・都道府県が保険者となるにあたっての
都道府県と市町村の役割分担につい
ては、都道府県単位化の利点を活か
し事務の効率的な運営が可能となる
ものとすること。

現物給付・現金給付の支給
決定といった処分性を有する
行為の主体について、どう考
えるか。
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４ 参考

（１）保険料負担率について（平成24年度）

市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合

９．９％ ７．６％ ５．３％ ５．５％

（H26.10.29第83回医療保険部会 資料抜粋）

（２）後期高齢者医療支援金への全面総報酬割導入について

①段階的な総報酬割導入について（報道情報） （再掲）

後期高齢者支援金の総報酬割を、2015年度は「２分の１」、16年度は「３分の２」、17年度
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後期高齢者支援金の総報酬割を、2015年度は「２分の１」、16年度は「３分の２」、17年度
以降は全面的に導入する案が浮上。「２分の１」導入で国支出は600億円減る。「３分の２」
で1,200億円、全面導入で2,400億円浮く。

②全面総報酬割導入による国費の影響（推計値）

平成25年度 27年度 32年度 37年度

▲２，１００億円 ▲２，３００億円 ▲２，８００億円 ▲３，３００億円

・H22.10.25 第11回高齢者医療制度改革会議 資料抜粋
・後期高齢者医療制度の被保険者数の増加等に伴い医療費は増加していくことから、全面総報酬割を導入しなかっ
た場合に必要となる国費も増額することとなる（全面総報酬割を導入すれば、不用となる国費の額は増加する。）。


